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税理士法人 中央青山

  
 

私たち税理士法人中央青山は、全世界148カ

国に13万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Moneyと

してご満足をいただけるサービスを提供するこ

とが私たちの理念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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民法組合等民法組合等民法組合等民法組合等のののの利益利益利益利益のののの分配分配分配分配にににに係係係係るるるる 

源泉徴収制度源泉徴収制度源泉徴収制度源泉徴収制度についてについてについてについて 
 
 
 

平成17年度税制改正により、国内において民法組合契約等に基づ

いて行う事業から生じる利益について、国内に恒久的施設を有す

る非居住者または外国法人が当該民法組合契約等に基づいて配

分を受けるものは、20%の税率により源泉徴収されることになりまし

た。民法組合契約等は、民法上の組合契約、投資事業有限責任組

合契約、有限責任事業組合契約（LLP）および外国における類似の

組合とされています。 

 

この民法組合等の利益の分配に係る源泉徴収制度の創設につい

ては、本ニュースレターでもすでにご紹介させていただきましたが、

今回は本年6月に新たに制定された関連通達に基づき、源泉徴収

制度の取扱いのポイントについてご紹介します。 
 
 
 

1.1.1.1. 恒久的施設恒久的施設恒久的施設恒久的施設をををを有有有有するするするする組合員組合員組合員組合員のののの判定判定判定判定    
 

民法組合等の利益の分配について源泉徴収が行われるのは、国

内に恒久的施設を有する非居住者または外国法人に対して分配を

行う場合です。新設の所得税基本通達では、「組合契約事業は組

合員の共同事業であるから、組合員である非居住者が所得税法第

164条第1号から第3号までに掲げる非居住者に該当するかどうか

については、各組合員がそれぞれ国内における組合契約事業を直

接行っているものとして判定するもの」と解釈されています。 

 

したがって、非居住者が組合契約事業以外には国内に恒久的施設

を有していない場合でも、その組合契約事業を直接行っているもの

とすれば国内に恒久的施設を有していることになる場合には、当該

組合員である非居住者は国内に恒久的施設を有するものと判定さ

れると考えられます。 



 (2) 

2. 国内国内国内国内においてにおいてにおいてにおいて行行行行うううう組合契約事業組合契約事業組合契約事業組合契約事業からからからから生生生生ずるずるずるずる利益利益利益利益のののの範囲範囲範囲範囲 
 

新設の所得税基本通達では、源泉徴収の対象となる国内源泉所得については「国内において行う組合契約

事業に関連して生じた一切の利益をいい、所得税法第161条に規定する国内源泉所得から生じたすべての

利益が含まれること」と解釈されています。 

 

3. 源泉徴収義務者源泉徴収義務者源泉徴収義務者源泉徴収義務者 
 

民法組合等の利益の分配については、当該分配をする者を国内源泉所得の支払をする者とみなして源泉徴

収義務が課されますが、新設の所得税基本通達では、「配分をする者とは組合契約に基づき共同事業により

配分する者をいうのであるから、そのすべての組合員は国内の組合事業から生ずる利益につき源泉徴収義

務がある」と解釈されています。また同通達によれば「源泉徴収義務者となる組合員は、国税通則法第9条に

定める連帯納付義務を負う」とされています。 

 
* * * * * * * * 

 

民法組合等の利益の分配に係る源泉徴収制度は、平成17年度税制改正により導入されたもので、実務

上の取扱いについて明らかにされていない部分があります。したがって、実際にいかなる組合事業の

いかなる組合員について国内での恒久的施設の認定が行われるかの判定等に際しては、税務アドバイ

ザーへご相談されることをお勧めします。 

 

よりよりよりより詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては下記担当者下記担当者下記担当者下記担当者にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    
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